
01.7/3.4GHz帯の周波数再編の概要

携帯電話用の周波数として、平成30年4月9日に1.7/3.4GHｚ帯を第4世代移動通信システムに割当て。1.7GHz帯公
共業務用無線局及び3.4GHz帯音声STL等の既存システムについては、今後終了促進措置による移行を実施。

【1.7GHz帯の割当て】

【3.4GHz帯の割当て】
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1710 1850固定系公共業務用無線局として利用
⇒終了促進措置により4.5GHz帯へ移行予定

3400 3456

音声STL/TTL/TSL、音声FPUとして利用
⇒終了促進措置により各周波数帯（Mバンド等）へ移行予定



1（参考）終了促進措置の制度概要

「終了促進措置」とは、基地局の開設計画の認定を受けた携帯電話事業者等が、開設指針及び開設計画
に従って、国が定めた周波数の使用期限より早い時期に既存の無線局の周波数移行を完了させるため、既
存の無線局の利用者との合意に基づき、移行費用等を負担する等の措置

従来の例
携帯電話事業者が、既存無線局が全て移行した後に
基地局を整備

全て移行既存無線局

置局
移行

全額、既存無線局の自己負担となるため、
移行終了までに期間が必要

携帯電話事業者が、既存無線局を順次移行
させながら基地局を整備し、順次サービスを開始

終了促進措置 携帯電話事業者が移行経費を負担することで、
移行終了までに必要な期間を短縮
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移行
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１年後 ２～３年後 ４年後
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サービス提供 基地局整備
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